
 

7 昭
和
二
十
三
年
五
月
十
九
日
提
出 

質

問

第

七

号 

  

農
業
会
從
業
員
の
退
職
金
、
諸
手
当
、
賃
銀
に
関
す
る
質
問
主
意
書 

右
の
質
問
主
意
書
を
提
出
す
る
。 

昭
和
二
十
三
年
五
月
十
九
日 

提
出
者 

山 

口 

武 

秀 

  



四
、
農
業
会
の
資
産
処
分
に
関
す
る
政
府
の
認
可
方
針
と
從
業
員
の
退
職
金
、
諸
手
当
、
賃
銀
等
に
対
す
る
認
可
方
針
と
は

明
確
に
区
別
す
べ
き
も
の
と
思
う
が
如
何
。 

五
、
本
年
二
月
十
日
波
多
野
前
農
林
大
臣
は
全
日
本
農
業
團
体
從
業
員
組
合
に
対
し
正
式
に
文
書
を
以
て
團
体
協
約
の
結
果

を
認
め
る
と
い
う
確
答
を
與
え
て
い
る
が
、
こ
れ
は
五
月
十
七
日
政
府
と
前
記
組
合
と
の
間
に
交
わ
さ
れ
た
確
認
書
に
お 

三
、
農
業
会
と
從
業
員
組
合
と
の
間
に
労
働
組
合
法
に
基
い
て
締
結
さ
れ
た
團
体
交
渉(

労
働
協
約)

の
結
果
は
法
律
の
完
全

実
施
の
立
場
か
ら
拘
束
せ
ざ
る
こ
と
を
至
当
と
思
う
が
こ
の
点
如
何
。 

一
、
既
に
五
月
十
七
日
政
府
の
責
任
に
お
い
て
農
政
局
長
が
全
日
本
農
業
團
体
從
業
員
組
合
と
確
約
せ
る
事
項
は
政
府
の
責

任
に
お
い
て
実
質
的
に
実
行
す
べ
き
も
の
と
思
う
が
如
何
。 

二
、
政
府
は
從
業
員
組
合
の
要
求
が
正
当
な
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
承
認
し
て
い
る
が
、
こ
れ
は
日
本
政
府
の
責
任
に
お
い

て
名
目
の
如
何
に
か
か
わ
ら
ず
実
質
的
に
実
施
す
べ
き
も
の
と
思
う
が
こ
の
点
如
何
。 
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二 

い
て
再
確
認
さ
れ
て
い
る
も
の
と
解
す
る
が
こ
の
点
如
何
。 

六
、
從
業
員
に
対
す
る
正
規
の
賃
銀
、
諸
手
当
を
制
限
す
る
場
合
は
政
府
の
知
ら
ざ
る
う
ち
に
か
え
つ
て
不
当
な
る
方
法
を

以
て
農
業
会
の
資
産
が
処
分
さ
れ
る
危
惧
が
充
分
あ
る
が
、
こ
の
点
に
関
す
る
政
府
の
考
え
方
及
び
対
策
如
何
。 

右
質
問
す
る
。 




